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令和８年度福島県親子のための相談ＬＩＮＥ業務委託 

仕様書 

１ 委託業務名 

  令和８年度福島県親子のための相談ＬＩＮＥ業務 

   

２ 業務の目的 

こどもや家庭からの相談は、児童虐待対応ダイヤル「１８９」など電話を中心に対応 

しているが、コミュニケーションツールとしてのＳＮＳの普及を踏まえ、本県においても、

ＳＮＳ相談窓口を開設し、よりアクセスしやすい相談ツールを構築する。 

 

３ 委託期間等 

(1) 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 (2) 相談受付時間 

   月曜日～金曜日（国民の祝日、年末年始 12/29～1/3 を除く）の午前 10 時から午後８

時までとし、時間内に開始した相談が終了するまで対応するものとする。 

 

４ 本事業における相談対象者 

  県内のこども（18歳未満）及びその家族等（ヤングケアラー及びその家族を含む。） 

 

５ 相談環境 

   相談については、以下のとおり実施すること。 

ア 相談はＬＩＮＥ（ＬＩＮＥ株式会社が提供しているメッセンジャーアプリ。以下同

様。）により受け付けることとする。 

イ 相談を受け付けるＬＩＮＥのアカウントは、令和７年度福島県親子のための相談

ＬＩＮＥ業務委託において作成したアカウント「ふくしま親子・ヤングケアラーのた

めの相談」を利用することとし、令和７年度に当該事業を受託した事業者からアカウ

ントを引き継ぐこと。 

ウ 相談受付の際に、相談者に対して居住市町村や対象児童との関係、年齢、対象児童

の年齢、性別などを入力または選択させること。 

エ 相談は専用の相談室において実施する等、情報漏洩防止のためのセキュリティー

を確保すること。  

オ 相談対応に使用するシステムは、ＬＩＮＥが仕様確認している相談応答システム

とすること。 なお、相談者からの画像の送信はできないように設定すること。 
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カ 機密性を有する情報の扱いについては、ＬＩＮＥに情報が保存されない方法で送

受信を行い、情報の管理を徹底すること。  

キ 「政府機関・地方公共団体等における業務でのＬＩＮＥ利用状況調査を踏まえた今

後のＬＩＮＥサービス等の利用の際の考え方（ガイドライン）（令和３年４月 30 日

付内閣官房ほか）」に準拠した対応をとること。 

ク こども家庭庁で運用している「親子のための相談ＬＩＮＥ」で受け付けた相談につ

いても対応すること。 

   

６ 委託業務の内容 

 (1) 相談対応 

  ア 虐待通告に関する業務について 

(ｱ) 相談者から虐待通告を受けた場合、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」への

相談を促すことを原則とするが、相談者が相談応答システム上での相談継続を希

望する場合は、相談者の連絡先や児童等の状況について確認し、できる限りの情

報収集を行うこと。 

   (ｲ) 上記(ｱ)の終了後、速やかに当該情報収集の内容を当該児童の居住地を管轄する

各児童相談所の職員（以下「児相職員」という。）に電話連絡すること。（８時３０

分から１７時１５分までの勤務時間帯は各児童相談所へ、１７時１５分から２０

時までにおいて、児童の安全確保の緊急性が高いと判断する場合には各児童相談

所緊急連絡先へ連絡すること。） 

   (ｳ) 虐待相談・通告に関する記録については、相談受付票（様式１）を作成し、速や

かに当該児童の居住地を管轄する児童相談所にＦＡＸで報告する。併せて、相談受

付時間の終了後速やかに当該児童の居住地を管轄する児童相談所（相談室の事案

の場合は、相談室の区域を管轄する児童相談所及び相談室の両方）に電子メールで

報告すること。 

  イ 児童相談（ヤングケアラー相談を含む）に関する業務について 

   (ｱ) 保護者等からの相談に対して、必要な助言指導を行うこと。 

   (ｲ) 相談の内容により、児童の安全確保の緊急性が高いと判断する場合には、各児相

職員に電話連絡すること。（８時３０分から１７時１５分までの勤務時間帯は各児

童相談所へ、１７時１５分から２０時までにおいては、各児童相談所緊急連絡先へ

連絡すること。） 

(ｳ) 必要に応じて、適切な相談機関を紹介すること。 

   (ｴ) 児童相談に関する記録については、相談受付票（様式１）を作成の上、相談受付

時間の終了後速やかに当該児童の居住地を管轄する児童相談所（相談室の事案の
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場合は、相談室の区域を管轄する児童相談所及び相談室の両方）に電子メールで報

告すること。なお、相談受付時間の終了後に相談者が児童相談所へ相談することが

想定されるケースの場合は、相談受付時間の終了前に当該児童の居住地を管轄す

る児童相談所（相談室の事案の場合は、相談室の区域を管轄する児童相談所及び相

談室の両方）にＦＡＸで事前に報告する。 

   (ｵ)  相談の返答が受信拒否等により送信できない場合は、他に当該相談者に連絡す

る手段がない場合に限り、回答することを要しない。ただし、その対応を記録する

こと。 

  ウ その他 

(ｱ) その他、児童相談所が行う業務に関する相談を受けた場合には、相談者の連絡先

や児童等の状況等について確認の上、速やかに管轄の児童相談所に連絡すること。 

   (ｲ) 相談・通告内容についての各児相職員からの照会に対応すること。 

   (ｳ) 頻回相談ケースや相談受付時間内の相談が想定されるケースなどについて、児

童相談所から申し送りがあった場合は、その指示に従い対応すること。 

 (2) 登録者への情報発信について 

友だち登録者に対し、定期的に情報発信を行うこと。 

なお、発信内容については、令和８年度ヤングケアラー広報啓発事業で決定するため、

当該事業と適切に連携し、円滑な情報発信に努めること。 

 (3) 対応の記録・整理に関する業務について 

   相談・通告内容について記録・整理し、業務日誌（様式２）、月例報告書（様式３）、

月例受付状況（任意様式）、年度報告書（様式４）及び年度受付状況（任意様式）を作

成すること。 

 

７ 相談体制  

(1) 相談者からのＳＮＳ相談に円滑に対応できる組織体制を構築すること。 

(2)こども家庭庁から発出された「児童相談所運営指針（平成２年３月５日付け児発第１

３３号厚生省児童家庭局長通知）」のほか、同庁の関係通知等の趣旨を踏まえたサービ

スを提供すること。 

 (3) 受託者は、本業務を円滑に運営するため、本業務の遂行に必要となる能力（相談対

応、業務管理、連絡調整、研修企画等の能力）を有し、かつ、地方公共団体の類似相談

業務（受託業務を含む。）の管理経験を有する者を業務責任者として１人以上配置する

こと。 

業務責任者は、相談員に対する指導を行うとともに、緊急対応を有する通報・相談の

支援体制を確保するなど、本業務の円滑な執行管理を行うものとする。 
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 (4) 従事者は、次のいずれかの者とすること。 

  ア 児童指導員として児童福祉事業に従事した経験を有する者 

  イ 教員として従事した経験を有する者 

  ウ 児童福祉司として従事した経験を有する者 

  エ 児童心理司として従事した経験を有する者 

  オ 保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者 

  カ 保育士として児童及び保護者の指導に従事した経験を有する者 

  キ 児童福祉事業に熱意があって、前各事項に掲げると同等以上の能力を有すると認

められる者 

(5) 提供するサービスの質の維持・向上に努め、常に最新の児童の福祉に関する情報を収

集すること。 

 (6) 本業務を実施する上で従事者の資質、態度等が不適切と認められる場合は、発注者は

受注者に従事者の交代を要求することができるものとし、受注者は速やかに適正な従

事者と交代させるものとする。 

 (7) クレーム、苦情等に対応する担当者を選任すること。 

 (8) 本業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応するため、賠償責任保険に加入

すること。 

 (9) 相談者の個人情報の保護について必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分

配慮すること。なお、委託契約終了後においても同様とする。 

 (10) 相談に対しては、所管の児童相談所の窓口であることを説明すること。 

 ( 1 1) 相談対応の実施及び従事者の任用に当たっては、発注者の意見を可能な限り反映し

たものとなるよう努めること。 

(12) 相談員の研修 

相談員に対して、業務に必要な知識・技能・情報等の習得に係る次の研修を実施する

こと。 

ア ＳＮＳ相談の特性を考慮した相談ノウハウに関する研修。 

イ 本業務の運営に必要なシステムの操作に関する研修。国が実施するシステム操作

説明会にも参加すること。 

ウ 児童虐待相談に関する研修（児童相談所等への引継ぎに関する研修を含む。）。 

エ 国、県、県内市町村・関係機関が提供する支援、サービス、相談窓口等の基本情報

に関する研修。 

オ その他、ＳＮＳ相談を実施するに当たって必要な知識・技能・情報等に関する研 

修。 

カ 県が相談員の相談対応能力の向上及び相談体制の維持のために特に必要と認める
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場合は、随時、相談員に対して必要な教育・研修を実施すること。 

 

８ 報告、検査等について 

 (1) 日報 

   業務日誌（様式２）により、翌日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定

する休日及び年末年始の場合は、次の平日の翌日）までに当該児童の居住地を所轄する

児童相談所長へ報告すること。 

 (2) 月報  

   月例報告書（様式３）及び月例受付状況（任意様式）により、実施月の翌月１０日ま

でに福島県知事へ報告すること。 

 (3) 年報 

   年度報告書（様式４）及び年度受付状況（任意様式）により、業務が終了した日（業

務を中止し、又は廃止した日を含む）から起算して３０日を経過した日又は令和９年４

月１０日のいずれか早い日までに福島県知事へ報告すること。 

 (4) 検査等 

   本業務の執行の適正に期するため必要があるときは、発注者は、受注者からその業務

に関し報告をさせ、又はその職員に、受注者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入

り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

 

９ 委託業務の一括再委託の禁止 

  受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

ただし、本業務を効率的に行う上で必要と認めるときは、発注者と協議の上、その一部

を委託することが出来る。 

 

10 その他 

 (1) 本仕様書に明示のない事項又は本業務の遂行上の疑義が発生した場合は、発注者と

受注者が協議して決めるものとする。 

 (2) 受注者は、本業務の終了後の契約更新が見込まれない場合は、新たな受注者が本業務

に支障をきたすことのないよう必ず事前に引継書を作成し、発注者の承諾を得なけれ

ばならない。また、引継ぎ終了後は、所有している一切のデータ及び紙媒体の資料を破

棄し、その旨を発注者に書面で報告しなければならない。 
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様式１

受付日 ～

【確認内容】

連携有無

相談者情報

住所

管轄児相 起票者

ふくしま親子・ヤングケアラーのための相談　相談受付票

令和　年　月　日 ： ：

受付者事案ID

氏名

ニックネーム ユーザーID

年齢 性別

連絡先

住所

相談経路

対象児

氏名 生年月日

年齢 性別

校種 学年

学校名 担任名

連絡先

現在の居場所

家庭の
状況
同居家族

DV被害等

報告先

相談概要

主訴

対応概要
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様式２

令和　　年　　月　　日

１　受付日時

２　業務件数

児相へ連絡

（Bの内数）

児相へ連絡

（Cの内数）

 中央児童相談所

 県中児童相談所

 県中児童相談所白河相談室

 会津児童相談所

 会津児童相談所南会津相談室

 浜児童相談所

 浜児童相談所南相馬相談室

合計

３　その他特記事項・申送り事項

その他

（C)

合計

（A+B+C)

ふくしま親子・ヤングケアラーのための相談　業務日誌

令和　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分　～　令和　　年　　月　　日（　　）　　　　時　　　分

報告先
虐待相談

・通告（A）

児童相談

（B）
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様式３ 

月例報告書 

 

令和  年  月  日  

 

 福島県知事 様 

 

所在地 

名称 

代表者 

（※押印省略可） 

 

令和 年度福島県親子のための相談 LINE 受付業務の令和  年  月分受付状況につい

て報告します。 
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様式４ 

年度報告書 

 

令和  年  月  日  

 

 福島県知事 様 

 

所在地 

名称 

代表者 

 

令和 年度福島県親子のための相談 LINE 受付業務の受付状況について報告します。 

 

 


